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実用発電用原子炉施設への航空機落下確
率に対する評価基準
最終的な判断基準は

当該原子炉施設への航空機落下の発生確率の
総和が１０－７（回／炉・年）を超えないこと

超えたら航空機墜落に対する防護設計が必要

超えなければ防護設計不要
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１０－７（回／炉・年）って

→１０００万年に１回

それって、隕石が落下して死ぬ確率クラス？

3



何千年に１度って、最近よく聞かない？

• 東北地方太平洋沖地震

○今回の津波は貞観津波（869年）クラスかそれ以上で、発生頻
度は500年から1000年に一度

• 能登半島地震

数千年に１度の地震か

4



炉心損傷頻度は確率計算上は100万炉年に
１回未満とされていた

軽水型原子力発電所における「アクシデントマネジメ
ント整備後確率論 的安全評価」に関する評価報告書：
原子力安全・保安院 2004年10月18日

福島第一原発１号機の炉心溶融は、１０００万年運
転して３．１回
２号機は、１０００万年運転して１．６回
３号機は、１０００万年運転して１．３回
と評価されていた
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実際には、１万4500炉年足らずで５回の
炉心溶融が起こった
• 2010年12月31日時点の商業用原発の運転炉年は１万4353年４
月：IAEA NUCLEAR POWER REACTORS IN THE WORLD  2011 Edition

• 1979年３月：スリーマイル島原発２号機

• 1986年４月：チェルノブイリ原発４号機

• 2011年３月：福島第一原発１号機、２号機、３号機

→商業用原発の炉心溶融事故の実績は2900炉年弱に１回

→世界に440基の原発があるから、実績ベースでは6.5年に１回
炉心溶融事故が起こるということになる

• 計算上は１００万炉年に１回未満のはずなのに (@_@)
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六ヶ所再処理工場はどんなところにある？

三沢対地射爆撃場（天ヶ森射爆撃場）
全国の部隊が、本土唯一の空対地射爆撃の訓練を行える施設として、
模擬爆弾の投下訓練や射撃訓練を行っている：全国各地の米軍基
地・航空自衛隊基地から戦闘機が飛来して爆撃訓練を行っている

→再処理工場から約10km

三沢基地
米軍基地：現在主力戦闘機はF16
航空自衛隊基地：現在主力戦闘機はF35A

2018年からF35A配備、2020年12月現在21機配備
2024年までにさらに21機配備予定

→再処理工場から約28km
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三沢対地射爆撃場での訓練飛行回数は

１９８９年：事業指定申請時

年間４万２８４６回！
１９９２年：事業指定時

年間５万７４３２回！

２０２０年：事業変更許可処分時でも
年間３９３４回

２０２１年：最少回数
年間２００３回
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審査基準不適合その１

周辺の訓練空域での訓練
飛行回数を考慮した評価
をしていない



航空機落下確率評価基準の規定は…

• 訓練空域内で訓練中の落下事故の評価においては、原則として
原子炉施設及びその周辺上空の訓練空域からの自衛隊機又は米
軍機の落下を原子炉施設の立地点ごとに評価する必要がある

• 現時点ではこのような飛行形態で原子炉施設周辺に自衛隊機あ
るいは米軍機が落下した事例がないことに鑑み、自衛隊機又は
米軍機が陸上に落下する確率の全国平均値を用いるものとする

• ただし、今後、原子炉施設の上空あるいはその周辺の訓練空域
で訓練中の自衛隊機又は米軍機が落下した場合や、原子炉施設
周辺に存在する訓練空域での訓練飛行の回数が明らかに他の地
域より著しく多くなったと判断される場合は、こうした実際の
状況を考慮して原子炉施設への航空機落下の確率を評価する。
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規制委員会の準備書面では…

前記ただし書きが、これらの場合について「今後」検討
されるべきものとした趣旨は「各訓練空域ごとの訓練飛
行回数(頻度)と当該空域での事故件数を経時的に集計す
ること」が、これらの情報の性質上、事業者はもとより
原子力規制当局にとって「極めて困難であること」に鑑
み、審査の過程においてこれらの事情が判明した場合に
は、本件平均値を用いるかどうかを慎重に検討すべき旨
を示したものということになる。

(被告準備書面(９)２５～２６ページ）
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日本原燃は経時的に集計していた

それなのに実際の訓練飛行
回数を考慮した評価をせず
に、「自衛隊機又は米軍機
が陸上に落下する確率の全
国平均値」による評価しか
しないのはなぜ？
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旧科技庁の安全審査では評価していた
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三菱重工による落下確率評価は

• 年間訓練飛行回数４万３０００回を基準とした再処理工場の建
屋面積１㎡あたりの落下確率が１年あたり４.４×１０－１１

• 本件再処理工場の航空機落下評価での標的面積は４万㎡

• →年間訓練飛行回数４万３０００回の場合の訓練飛行回数を考
慮した評価での落下確率は１７.６×１０－７

• 逆算すると年間訓練飛行回数が２３００回以上なら１０－７を超
える

• 規制委員会はなぜ訓練飛行回数を考慮した落下確率評価を頑な
に拒否しているのか
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審査基準不適合その２

全国平均値を用いた確率
評価も不正な計算をし、
過少評価した
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２０１７年６月２２日の日本原燃の評価
直近２０年という評価基準の方法をとらずに古い事故

件数で計算
→ 7.5×10－8

２０１８年３月１８日に原告らがその不正を指摘

２０１８年７月６日、日本原燃が再評価
 → 9.0×10－8

２０１９年３月２０日の原子力規制委員会本会議
更田委員長：これは境界となる頻度とほぼほぼ同レベル

ととるべき

ところが、本当は、境界となる頻度10－７を大きく超えて
いた
ＮＲＡ技術ノートによる対象事故の見直し
日本原燃の準備書面（５）の計算は、次のＦ１６以下

の事故を１０分の１と数える特例によるものであり、正
しくカウントすれば10－７を大きく超える



実は軍用機の落下事故はもっと多かった

２０２３年３月２４日発表のＮＲＡ技術
ノート

事故選定方法を見直した結果、２００１
年１月～２０２０年１２月の２０年間の
軍用機の陸上への落下事故は自衛隊機１
７回、米軍機６回(従前より自衛隊機５
回、米軍機２回増)
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本来のやり方できちんと評価したら

２０００年１月から２０１９年１２月の２０年間では

自衛隊機：19回÷20年÷244,799km2×0.04km2＝1.55×10-7

米軍機：6回÷20年÷372,464km2×0.04km2＝3.2×10-8

合計：1.87×10-7

２０００年７月から２０２０年６月の２０年間では

自衛隊機：18回÷20年÷244,799km2×0.04km2＝1.47×10-7

米軍機：6回÷20年÷372,464km2×0.04km2＝3.2×10-8

合計：1.79×10-7
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審査基準不適合その３

Ｆ１６以下の事故を１回あ
たり１０分の１回と数える
という評価基準が予定して
いないやり方で評価した



更田発言を受けて規制庁は

２０１９年７月３日の原子
力規制委員会本会議で４つ
の提案
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２０１９年７月３日規制委員会本会議

別紙２ですけれども、資料の作
りとして気になったのは、１０
－７回/年を超えないためにはど
うしたらいいかみたいに見えて
しまうんですけれども…（そう
いうことではなくて）
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六ヶ所再処理だけ特別扱い決定

Ｆ１６と同程度か
それ以下の航空機
の事故は１０分の
１とカウントする
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落下確率評価基準策定時には

戦闘機と旅客機の区別はしてござい
ませんので、こちらの方はそのまま
通常の評価をするということです。
（原子炉安全小委員会での阿部委員の答弁）
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本件再処理施設の既存の防護設計

重量２０ｔの戦闘機が衝突速度１
５０ｍ／秒で衝突したときを想定

重量３０ｔのＦ３５Ａについては
評価していないし、耐えられると
はとても考えられない
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安全審査中の検討資料では･･･
・三沢対地訓練区域での訓練飛行中の航空機の事故で発生する
と考えられる最大速度は 215～340m/s
・建物の構造計画上現実的に対応が可能な衝突速度は200m/s
程度である
・その場合でも全面的に構造計画を変更する必要があり数年か
かる
・衝突速度条件を150m/sと説明してきた過去の経緯から防護設
計の基本的な条件である衝突速度条件を150m/sから他の値に
変更することは、ＰＡ上、大きな社会問題となり、立地点とし
ての適合性がクローズアップしてくる
・衝突速度条件が変わることは、建屋構造計画の大幅な見直し
あるいは特殊な架構形式の検討等が必要となり、設計及びコス
ト面への影響が過大となる：防護設計による建屋建築費増加額
は150m/sなら380億円、215m/sだと600億円、それを超えると
建屋構造形式の変更の可能性あり→右図
・他の原子力施設での安全評価に影響を与える恐れがある
・これらの設計上及び社会的な影響等に鑑み、防護設計の前提
条件としては、防護対象となるすべての施設に対して衝突速度
150m/sを採用することとしたい

衝突速度１５０ｍ／秒の根拠は？



三菱原子力工業(MAPI)の解析では
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旧科技庁は許可後に三沢基地に配備され
た戦闘機の落下時の評価を要求

27



現在三沢基地の自衛隊の主力はＦ３５
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Ｆ３５の重量は３０ｔに達する



Ｆ３５の2019.4.9事故時の速度は

2019年4月9日の三沢基地配備の
Ｆ３５Ａの墜落事故

航空自衛隊報告書では…

• 墜落時の速度は
1100km/h(305.6m/s)以上と考
えられている

• 15秒で4400m降下しており、
垂直方向速度は293.3m/s

→１５０ｍ／ｓは非現実的想定
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原子力規制委員会は再評価させずに基準
を曲げた
• Ｆ３５に対する防護設計をしているか、３０ｔでも全体破壊し
ないかは、適合性審査会合（2019年4月23日：F35A墜落事故の
２週間後）で、だれひとり質問さえしなかった

• Ｆ３５に対する防護設計・再評価をしなくて済むように、評価
基準の落下確率計算方法を変更して、落下確率が１０－７よりも
大幅に小さく計算されるようにした

• 事業者の虜と国会事故調に言われた旧科技庁の方がまだまとも
だったのではないか
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